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[1] 業界動向・行政動向 
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○平成 27年第４四半期主要都市の高度利用地地価動向報告（国土交通省） 
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 国土交通省が発表した平成 27 年第４四半期（平成 27 年 10 月１日～28 年１月１日）主

要都市の高度利用地地価動向報告「地価 LOOKレポート」によると主要都市・高度利用地

100 地区における地価動向は、上昇が 89 地区、横ばいが 11 地区、下落が０地区となり、

上昇地区が全体の約９割を占めた。 

 主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区について、四半期毎に地



価動向を把握することにより先行的な地価動向を明らかにするもので、対象地区は東京圏

43地区、大阪圏 25地区、名古屋圏９地区、地方中心都市等 23地区の計 100地区。 

 上昇地区の割合が高水準を維持している主な要因として、大都市圏を中心に、空室率の

改善等によるオフィス市況の回復基調が続いていること、訪日客の増加に伴い店舗・ホテ

ル等の需要が高まっていること、大規模な再開発事業が進捗していること等を背景に、金

融緩和等による良好な資金調達環境と相まって法人投資家等の不動産投資意欲が引き続き

強いことなどが考えられる。 

 三大都市圏のうち、東京圏では上昇が 41地区、横ばいが２地区となり、ほぼ総ての地区

が上昇となった。大阪圏では、上昇が 23地区、横ばいが２地区となり、９割超の地区が上

昇。名古屋圏では、2013 年第２四半期から 11 回連続で総ての地区で上昇となった。地方

圏では、上昇が 16地区、横ばいが７地区となり、約７割の地区が上昇となった。 
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 ○『2015年夏場以降の貸家着工』（内閣府） 
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 内閣府はこのほど、「今週の指標」で『2015年夏場以降の貸家着工』を発表したが、貸家

着工の傾向を次の通りまとめた。 

 貸家の着工戸数（原数値）は、2015年６月から 12月にかけて年率 40万戸近傍で推移し

ており、2013年及び 2014年のピークとほぼ同水準となっている。 

 貸家着工は、例年、翌年４月の入居者募集に合わせて９月から 12月にかけて増加する傾

向がみられるが、2015 年については、９月から 12 月にかけて夏場の水準を上回って増加

する様子は観察されない。 

 この背景として、住宅メーカーは手持ち案件を消化するにあたり、建設業界全体として

労働者不足が続いている中、着工時期をならすことで業務の平準化を図った可能性が考え

られる。 

 2015 年１月からの基礎控除の引下げ、最高税率の引上げ等の相続税課税強化に伴う貸家

オーナーの節税意識の高まり等により、貸家建設の需要が堅調に推移する中、住宅メーカ

ーの受注残額も増加傾向で推移しており、各社は貸家の手持ち案件を多く抱えていること

が窺える。 

 なお同レポートの内容や意見は、執筆者個人のもので、必ずしも内閣府の見解を示すも

のではない、としている。 
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○２月調査の「TDB 景気動向調査」結果（帝国データバンク） 
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 帝国データバンク（TDB）が発表した２月調査の「TDB 景気動向調査（全国）」結果に

よると、２月の景気 DI は前月比 1.2 ポイント減の 42.3 となり３ヵ月連続で悪化した。調

査対象は２万 3,189社、有効回答が１万 497社。 

 それによると、建設需要の低迷や鋼材生産の大幅悪化に加えて、マイナス金利の実施が

金融機関の景況感を大きく悪化させた。国内景気は全国的に悪化している。今後の景気は

低水準で推移するとみられるが、腰折れを回避するためにアベノミクスを一段と強化する

ことが期待される。 

 業界別の２月の景況感で、不動産の企業の声として、「不動産賃貸業界では、空室率の改

善、賃貸料の回復が見受けられる」（貸事務所）、「マイナス金利は業界には追い風と評価で

きる」（貸家）、 「大企業関連はよくなっているが、中小企業では、好転の兆しはみられな

い」（貸事務所）、「不動産取引で延期や解約が相次いでいる」（建物売買）  

 また、不動産の景況感の「先行き」については、「消費税増税前の駆け込み需要を期待し

ている」（土地売買） 、「当面ローン金利は低く推移することから、一般経済が安定すれば

緩やかに市況 は回復する」（不動産代理・仲介）、「株価の低迷などもあり、景気回復の兆

しが見えない」（貸事務所） 、「モデルハウスに来場されるお客様数が減少している。また、

ローン案件が否認されるケースがある」（建物売買）と捉えている。 

 

☆*゜ ゜゜*☆*゜ ゜゜*☆*゜ ゜゜*☆*゜ ゜゜*☆*゜ ゜゜*☆*゜ ゜゜*☆*゜ ゜゜*☆ 

 

 

[2] 新連載コラム 賃貸管理会社の役割・責任とトラブル解決への対応 
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 第１回「入居審査と管理会社の役割と責任」について 

     一般財団法人不動産適正取引推進機構 調査研究部上席主任研究員 村川隆生 
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 ※本号より毎月月初めに配信するメルマガにて６回に渡り、連載コラムのご執筆を一般

財団法人不動産適正取引推進機構の村川隆生氏に担当して頂きます。 

 

 賃貸経営成功のための大事なポイントの一つが優良な入居者の確保です。優良な借主の

大事な条件として、①確実に賃料を支払う能力のある人であること（将来に渡り収入が安

定して見込めること）、②他の入居者と円満な共同生活を営める人であること（同じ屋根の

下での共同生活の中で、他の入居者との協調が図れる借主であること）があり、重要な選

定基準になります。賃貸借契約を締結すると、借主は法律により大きな保護を受けますの

で、借主に問題があるからといって簡単に契約を解除することはできません。 

 入居希望者の審査は、管理会社（媒介業者含む）の重要な業務です。 



◆ 入居申込書と審査 

 全宅管理の入居申込書は、対象物件、契約条件、申込人・入居者・連帯保証人に関する

事項について必要項目を記入する書式になっています。いずれの事項についても、入居審

査において大事なものばかりですので、漏れがないように記入してもらいます。 

 全宅管理書式には記載されていませんが、「入居申込の容認事項）」等のタイトルをつけ

て次のような事項を記載した書面を別に作成して、署名・捺印を得ておくと、入居申込に

関するトラブルの未然防止に役立つと思われます。 

 

 ①申込内容について勤務先や連帯保証人に確認の連絡をさせていただく場合があります。 

 ②本入居申込をされた場合でも、入居（契約）をお断りする場合があります。 

 ③申込内容に事実と相違することが判明した場合、契約を解除する場合があります。 

 上記事項を承諾のうえで申込みします。なお、審査の結果、入居の承認が得られなかっ 

た場合においても異議等の申立ては致しません。 

 

  管理会社は、申込書に記入された事項を丁寧に確認したうえで、貸主に入居申込書を提

示して契約の可否の助言を行い、貸主が的確な判断を下せるようにしなければなりません。

管理会社に入居の可否決定が委ねられている場合でも、後日、入居者とトラブルが生じた

際の貸主の責任逃れ（管理会社が決定したことを理由に貸主の責任を逃れようとする行為）

を防止するためには、入居の承諾及び契約の締結について、貸主の了解を得ておくことが

望ましいといえます。 

  入居申込者が他の入居者と円満な共同生活を営める適応性のある人柄(性格)であるか否

かは、申込時の行動、言動、会話等を通じて判断することになります。媒介業者からの入

居申込の場合は、媒介業者に確認することになりますが、媒介業者があいまいであるとき

は、管理会社自らが面談して確認する必要があります（そのくらいに重要なことです）。 

 

◆ 入居申込の拒否トラブルと対応 

 入居申込の際、アパートの遮音性能や隣の人の家族構成や騒音はないかなどについて質

問を受け、音に対して神経質な感じがしたことから、貸主と協議のうえ、申込を断った。

申込者は「契約できない理由を教えてほしい、正当な理由もなく契約を拒否することは不

当であり人権侵害だ、被った精神的苦痛に対する慰謝料を払え」と主張している。 

 契約自由の原則により、貸主も借受希望者も契約の相手方を自由に選ぶことができます。

貸主は、入居申込書等による入居審査により申込者が入居基準を満たしていないと判断し

たときには、契約の締結を断ることができます。一方、借受希望者も入居申込書を提出し

ていても自由に撤回することができます。その場合、双方とも理由を告げる必要はありま

せん。本件入居申込者の主張は失当といえます。なお、入居申込を断るときは、預かった

書類（住民票、収入証明書等）は返還しておきます。 



 

◆ 連帯保証人の審査 

  貸主は、借主が賃料滞納等の賃貸借契約に関して生じさせた債務の担保として敷金・保

証金を預かりますが、それとは別に、当該債務について本人と同等の責任と負担を負って

もらうのが連帯保証人です。連帯保証人は、借主が賃貸借契約に関して生じさせた一切の

債務について責任を負うことになりますので、連帯保証人の責任は重大です。連帯保証人

はだれでもよいというわけではなく、借主の債務について賠償責任を確実に果たすことの

できる十分な資力を有する者でなければなりません。 

 管理会社には、申し出のある連帯保証人が保証人としての資格要件を満たすかどうか、

分に審査する責任があります。なお、連帯保証人に代えて、又は連帯保証人とともに賃料

保証会社との保証委託契約を求めることが多くありますが、賃料保証会社による強引な支

払請求、契約解除要求等のトラブル相談が増えています。法令を順守し適切な業務を遂行

する賃料保証会社と業務提携する事が望まれます。 

 

◆ 個人情報の管理 

 入居希望者の情報に関しては、個人情報保護法に従い目的外使用、第三者提供をしない

ようにするとともに、漏えい等がないように適切に管理しなければなりません。 

 

次回は「賃貸借契約内容（特約等）の貸主への助言」をテーマとして取り上げます。 
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[3] 身近な賃貸管理法律相談 Q＆A   
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 ○賃料増減請求事由 ～居室内に発生したカビによる賃料減額要求への対応～ 
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Ｑ.１ 湿度等が高い事が原因で衣類等にカビが発生したので、賃料を下げろとの要求を借

主から受けている。どのように対応するべきか。 

 

Ａ.１ 湿度が高い事と家賃の額とがどのように関連するのか不明である。まずは十分に調

査の上同じ建物内の他の住居や、前の借主の時の状況を確認し、当該主張が真実であるか

の確認をする事が大切であろう。 

 

⇒全宅管理では毎週月曜日に電話法律相談を実施しています。今までに寄せられた質問を



協会ＨＰ内の「電話法律相談よくあるご質問」としてまとめておりますので、是非ご参

照ください。 

 

 電 話 法 律 相 談 よ く あ る ご 質 問

（ http://www.ody-sjp.com/p/?_20347-1592/21N30724M-1/t_1._ct ） 

 

 

。o○.。o○.。o○.。o○.。o○.。o○.。o○.。o○.。o○.。o○.。o○.。o○.。o○.。。o○.。o

○.。 

 

 

 

[4] 協会からのお知らせ 
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 ○全宅管理業務支援システムについて（現在準備中） 
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 本会会員の皆様の業務の効率化と適正化を図る観点から、今般本会によるクラウド型賃

貸管理システムの提供をすることとなりましたので御案内申し上げます。本サービスは契

約管理プランを基本として、業務に合わせて追加できるプランを含め３プラン用意してお

り、会員の皆様の業務形態に合わせてお選びいただける内容となっております。先月会報

誌等を発送した際に本件についてのチラシを同封いたしましたが、会員の皆さまから大変

好評を頂いております。 

 本格稼働に向けては現在準備をすすめており、詳細を確定次第、会員の皆様にあらため

て御案内申し上げます。 

 会員専用ページ（ http://www.ody-sjp.com/p/?_20347-1592/21N30724M-2/t_2._ct ） 
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  ○宅配ボックスの会員特別価格による販売開始について 
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 本会と新たに提携を開始した（株）プロボックスの宅配ボックスについて、今般本会会

員特別価格による販売を開始いたしましたので御案内いたします。 

 賃貸住宅における入居率向上及び資産価値の向上に、宅配ボックスを是非ご活用下さい。

商品の詳細につきましては添付のチラシをご確認頂きますよう宜しくお願い致します。 
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 ○「店頭掲示用フラッグ」のご案内について 
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 本会ではこの度、安心と信頼のハトマークをフラッグのセンターに配置した『店頭掲示

用フラッグ』の販売を開始致しました。先日１セット（フラッグ＋ポール）は配付致しま

したが、追加でご入用の際は添付されているチラシからご注文下さい。 
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